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今後の課題（再犯防止推進計画等検討会） 基本的な方向性（再犯防止推進計画等検討会） 基本理念（法第３条） 基本方針（第一次・第二次計画） 基本的施策（法第２章） 重点課題（第二次計画）
就労・住居の確保等

就労の支援（第12条）

住居の確保等（第15条）

地域による包摂の推進

地方公共団体の施策

計画期間

1

個々の支援対象者に十分な動
機付けを行い、自ら立ち直ろ
うとする意識を涵養した上
で、それぞれが抱える課題に
応じた指導・支援を充実させ
ていく必要があること。

1
特性に応じた指導及び支
援等（第11条）

2
保健医療・福祉サービス
の利用の促進等

3
非行少年等に対する支援
（第13条） 3

学校等と連携した修学支
援の実施等

4
就業の機会の確保等（第
14条） 4

犯罪をした者等の特性に
応じた効果的な指導の実
施等 

2

支援を必要とする者が支援に
アクセスできるよう、支援を
必要とする者のアクセシビリ
ティ（アクセスの容易性）を
高めていく必要があること。

6
更生保護施設に対する援
助（第16条） 5

民間協力者の活動の促進
等

7
保健医療サービス及び福
祉サービスの提供（第17
条）

3

支援へのアクセス自体が困難
な者が存在するため、訪問支
援等のアウトリーチ型支援を
実施していく必要があるこ
と。

7
再犯防止に向けた基盤の
整備等

2

犯罪をした者等が、その特性
に応じ、刑事司法手続のあら
ゆる段階において、切れ目な
く、再犯を防止するために必
要な指導及び支援を受けられ
るようにすること。

8
関係機関における体制の
整備等（第18条）

3

国と地方公共団体との役割分
担を踏まえ、地方公共団体の
主体的かつ積極的な取組を促
進するとともに、国・地方公
共団体・民間協力者等の連携
を更に強固にすること。

9
再犯防止関係施設の整備
（第19条）

10
情報の共有、検証、調査
研究の推進等（第20条）

11
社会内における適切な指
導及び支援（第21条）

12
国民の理解の増進及び表
彰（第22条）

13
民間の団体等に対する援
助（第23条）

令和５年度から令和９年度末まで
の５年間

4

犯罪及び非行の実態、再
犯の防止等に関する各般
の施策の有効性等に関す
る調査研究の成果等を踏
まえ、効果的に講ぜられ
るものとする。

⇒

⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒

1

犯罪をした者等が地域社会の
中で孤立することなく、生活
の安定が図られるよう、個々
の対象者の主体性を尊重し、
それぞれが抱える課題に応じ
た“息の長い”支援を実現す
ること。 

1

犯罪をした者等の多くが
安定した職業に就くこと
及び住居を確保すること
ができないこと等のため
に円滑な社会復帰をする
ことが困難な状況にある
ことを踏まえ、犯罪をし
た者等が、社会において
孤立することなく、国民
の理解と協力を得て再び
社会を構成する一員とな
ることを支援することに
より、犯罪をした者等が
円滑に社会に復帰するこ
とができるようにするこ
とを旨として、講ぜられ
るものとする。

1

犯罪をした者等が、多様化が
進む社会において孤立するこ
となく、再び社会を構成する
一員となることができるよ
う、あらゆる者と共に歩む
「誰一人取り残さない」社会
の実現に向け、関係行政機関
が相互に緊密な連携をしつ
つ、地方公共団体・民間の団
体その他の関係者との緊密な
連携協力をも確保し、再犯の
防止等に関する施策を総合的
に推進すること。

2

就労や住居の確保のための支
援をより一層強化することに
加え、犯罪をした者等への支
援の実効性を高めるための相
談拠点及び民間協力者を含め
た地域の支援連携（ネット
ワーク）拠点を構築するこ
と。

4

地方公共団体における再犯の
防止等に向けた取組をより一
層推進するため、国と地方公
共団体がそれぞれ果たすべき
役割を明示するとともに、
国、地方公共団体、民間協力
者等の連携を一層強化してい
く必要があること。

2

犯罪をした者等が、その
特性に応じ、矯正施設
（刑務所、少年刑務所、
拘置所、少年院、少年鑑
別所及び婦人補導院をい
う。以下同じ。）に収容
されている間のみなら
ず、社会に復帰した後も
途切れることなく、必要
な指導及び支援を受けら
れるよう、矯正施設にお
ける適切な収容及び処遇
のための施策と職業及び
住居の確保に係る支援を
はじめとする円滑な社会
復帰のための施策との有
機的な連携を図りつつ、
関係行政機関の相互の密
接な連携の下に、総合的
に講ぜられるものとす
る。

3

再犯の防止等に関する施策
は、生命を奪われる、身体
的・精神的苦痛を負わされ
る、あるいは財産的被害を負
わされるといった被害に加
え、それらに劣らぬ事後的な
精神的苦痛・不安にさいなま
れる犯罪被害者等が存在する
ことを十分に認識して行うと
ともに、犯罪をした者等が、
犯罪の責任等を自覚し、犯罪
被害者の心情等を理解し、自
ら社会復帰のために努力する
ことの重要性を踏まえて行う
こと。 

14

地方公共団体は、国との
適切な役割分担を踏まえ
て、その地方公共団体の
地域の状況に応じ、１~13
に規定する施策を講ずる
ように努めなければなら
ない。

4

再犯の防止等に関する施策
は、犯罪及び非行の実態、効
果検証及び調査研究の成果等
を踏まえ、必要に応じて再犯
の防止等に関する活動を行う
民間の団体その他の関係者か
ら意見聴取するなどして見直
しを行い、社会情勢等に応じ
た効果的なものとすること。3

犯罪をした者等が、犯罪
の責任等を自覚すること
及び被害者等の心情を理
解すること並びに自ら社
会復帰のために努力する
ことが、再犯の防止等に
重要であるとの認識の下
に、講ぜられるものとす
る。

5

国民にとって再犯の防止等に
関する施策は身近なものでは
ないという現状を十分に認識
し、更生の意欲を有する犯罪
をした者等が、責任ある社会
の構成員として受け入れられ
るよう、再犯の防止等に関す
る取組を、分かりやすく効果
的に広報するなどして、広く
国民の関心と理解が得られる
ものとしていくこと。 



第二次再犯防止推進計画の概要 資料４-３-１

(1) (1)

(2)

(2)

①

施策ごとの課題 施策ごとの課題 施策ごとの課題 施策の方向性 施策の方向性 施策の方向性

就労の確保等 就労の確保等

住居の確保等

住居の確保等

方向性の記載なし
具体的課題の提示なし

1
就労・住居の確保等を通
じた自立支援のための取
組

(2)
薬物依存の問題を抱える
者への支援等 1

就労・住居の確保等を通
じた自立支援のための取
組

5
民間協力者の活動の促進
等のための取組

②

薬物事犯保護観察対象者
のうち保健医療機関等で
治療・支援を受けた者の
割合は低調に推移してい
る。

①
依然として、保護観察終
了時に無職である者は少
なくないこと。

②

実際に雇用された後も人
間関係のトラブル等から
離職してしまう者が少な
くないこと。 ③

大麻事犯の検挙人員が８
年連続で増加し、その約
７割を30歳未満の者が占
めるなど、若年者を中心
とした大麻の乱用が拡大
している。

6
地域による包摂を推進す
るための取組

3
学校等と連携した修学支
援の実施等のための取組

③

職業訓練を社会復帰後の
就労に結び付くものとし
ていく必要があるとの指
摘もある。

(1)
学校等と連携した修学支
援の実施等 6

地域による包摂を推進す
るための取組

3
学校等と連携した修学支
援の実施等のための取組

①

引き続き、矯正施設にお
いて、民間のノウハウや
ICTの活用などにより教科
指導の充実を図る。

①

国と地方公共団体が担う
役割を具体的に明示する
ことで、地方公共団体の
取組を促進する。

(1)
学校等と連携した修学支
援の実施等

①

依然として、満期釈放者
のうちの約４割が適当な
帰住先が確保されないま
ま刑務所を出所している
こと。

①

依然として、少年院出院
時に復学・進学を希望し
ている。
者のうち、約７割は復 ①

矯正施設在所中の生活環
境の調整の充実や更生保
護施設等の受入れ・処遇
機能の更なる強化 ②

少年院出院後も一貫した
修学支援を実施できるよ
う、矯正施設、保護観察
所、学校等の関係機関の
連携を強化していく必要
がある。

②

地域社会における国・地
方公共団体・民間協力者
等による支援連携体制を
更に強化していくこと。

4

犯罪をした者等の特性に
応じた効果的な指導の実
施等のための取組

②

地方公共団体は再犯の防
止等に関する知見・ノウ
ハウ・情報に乏しく、国
において、これらを提供
するなどの支援をしてい
く必要があること。

②

出所後、更生保護施設等
に入所できても、その後
の地域における定住先の
確保が円滑に進まない場
合がある。

②

地域社会での定住先の確
保を円滑に進めるための
支援の充実

7
再犯防止に向けた基盤の
整備等のための取組

(1)
特性に応じた効果的な指
導の実施等

①

矯正施設及び保護観察所
におけるアセスメント内
容等の関係機関への有機
的な引継ぎが必ずしも十
分とはいえないこと。

③
更生保護施設退所後の本
人への訪問等による専門
的・継続的な支援の拡大2

保健医療・福祉サービス
の利用の促進等のための
取組

③

支援へのアクセシビリ
ティを確保するという観
点から、地域社会におけ
る関係機関や民間協力者
等との連携を更に強化し
ていく必要があること。

2
保健医療・福祉サービス
の利用の促進等のための
取組(1)

高齢者又は障害のある者
等への支援等

②

刑事司法手続を離れた者
が地域社会で特性に応じ
た支援を受けることがで
きる体制が十分に整って
いるとはいえないこと。

①

高齢者や知的障害、精神
障害のある者等、福祉的
ニーズを抱える者をより
的確に把握していく必要
があること.

(1)
高齢者又は障害のある者
等への支援等 4

犯罪をした者等の特性に
応じた効果的な指導の実
施等のための取組7

再犯防止に向けた基盤の
整備等のための取組

(2)
薬物依存の問題を抱える
者への支援等 (1)

特性に応じた効果的な指
導の実施等

5
民間協力者の活動の促進
等のための取組

②

福祉的支援が必要である
にもかかわらず、本人が
希望しないことを理由に
支援が実施できない場合
があること。

①

薬物依存の問題を抱える
者等への相談支援や治療
等に携わる人材・機関の
更なる充実を図る。

②

刑事司法関係機関、地域
社会の保健医療機関等の
各関係機関が、“息の長
い”支援を実施できるよ
う、連携体制を更に強化
していく必要がある。

②

民間協力者が、“息の長
い”支援を行う上で極め
て重要な社会資源である
ことを踏まえ、民間協力
者との連携を一層強化し
ていく必要がある。

③

増加する大麻事犯者の再
犯の防止等に向けた取組
を迅速に進めていく必要
がある。(2)

薬物依存の問題を抱える
者への支援等

①

薬物依存の問題を抱える
者等への相談支援や治療
等に携わる人材・機関
は、いまだ十分とは言い
難い状況にある。

③

保護司については、担い
手の確保が年々困難とな
り、高齢化も進んでい
る。その背景として、地
域社会における人間関係
の希薄化といった社会環
境の変化に加え、保護司
活動に伴う不安や負担が
大きいこと。

④

薬物依存の問題を抱える
者の回復過程において
は、その他の精神疾患に
陥る場合があることや、
断薬に向けて治療等の継
続と就労を並行して行う
ことが容易ではない場合
があることを念頭に置い
て、対応していく必要が
ある。

①

幅広い世代から多様な人
材を確保することができ
る持続可能な保護司制度
の構築に向けて、保護司
組織の運営を含む保護司
活動の支障となる要因の
軽減等について検討を進
め、保護司活動の基盤整
備を一層推進していく必
要がある。①

適切な職業マッチングを
促進するための多様な業
種の協力雇用主の開拓、
寄り添い型の就職・職場
定着支援、コミュニケー
ションスキルやビジネス
マナーといった就労やそ
の継続に必要な知識・技
能の習得、社会復帰後の
自立や就労を見据えた職
業訓練・刑務作業の実施
等を更に充実させる必要
がある。①

再犯防止分野において国
と地方公共団体が担うべ
き具体的役割が必ずしも
明確とは言い難い面もあ
り、再犯の防止等に関す
る地方公共団体の理解や
施策の実施状況には依然
として地域差が認められ
ること。

③

非行が、修学からの離脱
を助長し、又は復学を妨
げる要因となっていると
の指摘があることも踏ま
え、非行防止に向けた取
組を強化していく必要が
ある。

①

再犯の防止等の関係機関
における業務のデジタル
化を含めた体制の整備、
施策の効果検証やその結
果に基づく施策の見直
し、再犯の防止等に関わ
る人材の育成や官民の関
係者・関係機関の相互理
解などの取組を更に進め
る必要がある。

①

「刑法等の一部を改正す
る法律」が成立し、今
後、受刑者に対し、改善
更生のために必要な作業
と指導を柔軟に組み合わ
せた処遇が可能となるこ
となどを受け、犯罪被害
者等の視点も取り入れな
がら、個々の対象者の特
性に応じた指導等を一層
充実させていく必要があ
る。

①

より多くの民間協力者に
再犯の防止等に向けた取
組に参画してもらえるよ
う、新たな民間協力者の
開拓も含め、積極的な働
き掛けを行っていく必要
がある。

③

支援の充実に向け、刑事
司法関係機関、地域生活
定着支援センター、地方
公共団体、地域の保健医
療・福祉関係機関等の更
なる連携強化を図る必要
があること。
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第１ ③
1

①
ア イ
イ ウ
ウ
エ
オ ④
カ 第３

② 1
ア ①
イ ア

③ イ
ア ②
イ ア
ウ イ
エ ウ
オ ③

④ ア
⑤ イ

ア 第４
イ 1

2 ①

① ②
ア ⅰ
イ ア

② イ
ア ⅱ

ア
イ

ウ ⅲ
③ ⅳ

ア ア
イ イ
ウ ウ
エ エ

第２ ⅴ
1 ⅵ

① ⅶ
ア ③
イ 第５

1
①

② ②
ア ③
イ ④

③ ⑤
④ 2

2 ①
① ア
② イ

ア ②
イ ア
ウ イ
エ ウ

施策 施策番号 備考 施策 施策番号 備考
就労・住居の確保等を通じた自立支援のための取組 治療・支援等を提供する保健医療機関等の充実及び円滑な利用の促進 修正

就労の確保等
職業適性の把握と就労につながる知識・技能等の習得

職業適性の把握等 1 自助グループ等の民間団体と共同した支援の強化 39 修正
施設内から社会内への一貫した指導・支援スキームの確立 2 新規 薬物依存症に関する知見を有する医療関係者の育成 40
就労に必要な基礎的能力等の習得に向けた処遇等 3
刑事施設における受刑者の特性に応じた刑務作業の充実等 4 修正
刑事施設における職業訓練等の充実 5 修正 薬物事犯者の再犯防止施策の効果検証及び効果的な方策の検討 42 修正
資格制限等の見直し 6 学校等と連携した修学支援の実施等のための取組 

就職に向けた相談・支援等の充実 学校等と連携した修学支援の実施等 
刑務所出所者等総合的就労支援を中心とした就労支援の充実 7 児童生徒の非行の未然防止等
非行少年に対する就労支援 8 学校における適切な指導等の実施 43

協力雇用主の開拓・確保及びその活動に対する支援の充実 修正 地域における非行の未然防止等のための支援 44
多様な業種の協力雇用主の確保 9 修正 非行等による学校教育の中断の防止等
協力雇用主等に対する情報提供 10 学校等と保護観察所が連携した支援等 45
協力雇用主の不安・負担の軽減 11 矯正施設と学校との連携による円滑な学びの継続に向けた取組の充実 46
協力雇用主に関する情報の適切な共有 12 矯正施設における高等学校卒業程度認定試験の指導体制の充実 47
国による雇用等の推進 13 学校や地域社会において再び学ぶための支援

就労した者の離職の防止及び離職した者の再就職支援 14 修正 学校や地域社会における修学支援 48 修正
一般就労と福祉的就労の狭間にある者の就労の確保 矯正施設・保護観察所職員と学校関係者の相互理解の促進等 49 新規

障害者・生活困窮者等に対する就労支援の活用 15 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施等のための取組
農福連携に取り組む企業・団体等やソーシャルビジネスとの連携 16 修正 特性に応じた効果的な指導の実施等

住居の確保等
刑事司法関係機関におけるアセスメント機能の強化と関係機関等が保有す
る情報の活用

50 修正

矯正施設在所中の生活環境の調整の充実 特性に応じた指導等の充実
矯正施設在所中の生活環境の調整の充実 17 修正 性犯罪者・性非行少年に対する指導等
受刑者等の親族等に対する支援 18 性犯罪者等に対する効果的な指導等の実施 51 修正

更生保護施設等の機能の充実・一時的な居場所の確保 子供を対象とする暴力的性犯罪をした者の再犯防止 52
更生保護施設の整備及び受入れ・処遇機能の充実 19 修正 ストーカー・DV加害者に対する指導等 

被害者への接触防止のための措置 53
ストーカー加害者等に対するカウンセリング等 54

自立準備ホームの確保と活用 21 暴力団からの離脱、社会復帰に向けた指導等 55 修正
地域社会における定住先の確保 少年・若年者に対する可塑性に着目した指導等

居住支援法人との連携の強化 22 新規 刑事司法関係機関における指導体制の充実 56
公営住宅への入居における特別な配慮 23 関係機関と連携したきめ細かな支援等 57
住居の提供者に対する継続的支援の実施 24 非行少年に対する立ち直り支援活動の充実 58 修正
満期釈放者等に対する支援情報の提供等の充実 25 保護者との関係を踏まえた指導等の充実 59

保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組 女性の抱える困難に応じた指導等 60 修正
高齢者又は障害のある者等への支援等 発達上の課題を有する犯罪をした者等に対する指導等 61

関係機関における福祉的支援の実施体制等の充実 各種指導プログラムの充実 62
刑事司法関係機関におけるアセスメント機能等の強化 26 犯罪被害者等の視点を取り入れた指導等 63
高齢者又は障害のある者等である受刑者等に対する指導 27 民間協力者の活動の促進等のための取組 修正

持続可能な保護司制度の確立とそのための保護司に対する支援 新規
持続可能な保護司制度の確立に向けた検討・試行 64 新規

保健医療・福祉サービスの利用に関する地方公共団体等との連携の強化 保護司活動のデジタル化及びその基盤整備の推進 65 新規
保健医療・福祉サービスの利用に向けた手続の円滑化 29 保護司適任者に係る情報収集及び保護司活動を体験する機会等の提供 66 修正
社会福祉施設等の協力の促進 30 地方公共団体からの支援の確保 67 新規

被疑者等への支援を含む効果的な入口支援の実施 31 修正 国内外への広報・啓発 68 新規
保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための研修・体制の整備 32 修正 民間協力者（保護司を除く）の活動の促進 修正

薬物依存の問題を抱える者への支援等 修正 民間ボランティアの活動に対する支援の充実
薬物乱用を未然に防止するための広報・啓発活動の充実 33 新規 少年警察ボランティア等の活動に対する支援の充実 69
刑事司法関係機関等における効果的な指導の実施等 更生保護ボランティアの活動に対する支援の充実 70

再犯リスクを踏まえた効果的な指導等の実施 34 民間協力者との連携強化 新規
増加する大麻事犯に対応した処遇等の充実 35 新規 地域の民間協力者の開拓及び一層の連携等 71 修正
更生保護施設等による薬物依存回復処遇の充実 36 弁護士・弁護士会との連携強化 72 新規
麻薬取締部が実施する薬物乱用防止対策事業の拡大 37 新規 犯罪をした者等に関する情報提供 73

ア
薬物依存の問題を抱える者等に対応する専門医療機関等の拡充及
びその円滑な利用の促進

38 修正

エ
薬物依存症に関する知見を有する福祉専門職や心理専門職等の育
成

41 修正

イ
自立支援の中核的担い手としての更生保護施設等の事業の促進及び委
託費構造の見直し

20 修正

ウ
矯正施設、保護観察所、更生保護施設、地域生活定着支援センター、
地方公共団体等の多機関連携の強化等
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施策 施策番号 備考 施策 施策番号 備考
民間の団体等の創意と工夫による再犯防止活動の促進 74 相談できる場所の充実 新規
民間協力者の確保及びその活動に関する広報の充実 刑執行終了者等に対する援助の充実 86 新規

民間協力者の活動に関する広報の充実 75 更生保護施設による訪問支援事業の拡充 87 新規
民間協力者に対する表彰 76 再犯防止に向けた基盤の整備等のための取組 修正

地域による包摂を推進するための取組 再犯防止に向けた基盤の整備等
地方公共団体との連携強化等 関係機関における人的・物的体制の整備 修正

国と地方公共団体の役割 新規 関係機関における人的体制の整備 88
国の役割 関係機関の職員等に対する研修の充実等 89
都道府県の役割 矯正施設の環境整備 90
市区町村の役割 業務のデジタル化、効果検証の充実等 新規

再犯防止施策の効果検証の充実と検証結果等を踏まえた施策の推進 93 新規
再犯防止関係者の人材育成等 94 新規
広報・啓発活動の推進

具体的施策 啓発事業等の実施 95
地方公共団体による再犯の防止等の推進に向けた取組の支援 法教育の充実 96

市区町村による再犯の防止等の推進に向けた取組の促進

都道府県による再犯の防止等の推進に向けた取組の促進 78 新規
地方再犯防止推進計画の策定等の支援 79 修正
地方公共団体との連携の強化 

犯罪をした者等の支援等に必要な情報の提供

地域のネットワークにおける取組の支援 82
支援の連携強化

更生保護に関する地域援助の推進 83 新規
更生保護地域連携拠点事業の充実等 84 新規
法務少年支援センターにおける地域援助の充実 85 新規

ア
矯正行政・更生保護行政のデジタル化とデータ活用による処遇等の充
実のための基盤整備

91 新規

イ
再犯状況の把握と効果的な処遇の実施に向けた一層の情報連携と高度
利活用

92 新規

再犯の防止等の推進に関する知見等の提供及び地方公共団体間の
情報共有等の推進
法務省は、地方公共団体に対して、犯罪をした者等に対する専門
的な指導・支援等に関する調査研究等の成果を提供するほか、矯
正官署、保護観察所等の刑事司法関係機関の職員を地方公共団体
の職員研修等へ講師として派遣するなど、再犯の防止等に関する
知見を提供する。また、協議会の開催等を通じ、先進的な取組や
好事例、課題等について各地方公共団体間での共有を図る。

③

保健医療・福祉等の各種行政サービスを必要とする犯罪をした者等、
とりわけこれらのサービスへのアクセスが困難である者や複合的な課
題を抱える者が、地域住民の一員として地域で安定して生活できるよ
う、地域住民に最も身近な基礎自治体として、適切にサービスを提供
するよう努める。 
また、立ち直りを決意した人を受け入れていくことができる地域社会
づくりを担うことが期待されている。

ア 77 新規

法務省は、市区町村が、犯罪をした者等の個々のニーズに応じた
伴走型支援を実施するなどして、前記の役割を十全に果たすこと
ができるよう、都道府県とも連携しつつ、市区町村と刑事司法関
係機関との連携体制を構築し、犯罪をした者等が必要な行政サー
ビスを受けられるための市区町村に対するつなぎや情報の提供、
行政サービスにつながった後の助言等の必要な支援を行う。ま
た、市区町村に対し、行政サービスの提供に当たっては、重層的
支援体制整備事業における相談支援や支援会議、基幹相談支援セ
ンターによる相談等の活用が考えられることを周知する。 
さらに、矯正施設が所在する市区町村等と連携協力し、再犯防止
にも地方創生にも資する取組を一層推進する。

ア 80 修正

法務省は、地方公共団体における再犯の防止等に関する施策の企
画・立案及び評価等に資するよう、各府省の協力を得て、国にお
ける再犯の防止等に関する施策についての情報や関連する統計情
報を適切に提供するとともに、市区町村単位の統計情報の把握・
提供方法について早期に検討し、その提供を実現する。 
また、法務省は、地方公共団体が犯罪をした者等に対する支援等
を行うために必要な犯罪をした者等の個人に関する情報等につい
て、それらの情報を提供するための方策を検討した上で、個人情
報等の適正な取扱いを確保しつつ、適切に提供する。

イ 81 修正


